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関市農業委員会総会議事録 
 

                    場所：関市役所 ６階大会議室 

 

○議事日程 

 令和３年６月７日（月曜日）午前１０時００分 開議 

 

 

（１） 議事録署名委員の指名 

（２） 議案第１号 農用地利用集積計画の承認について 

（３） 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（４） 議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（５） 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（６） 議案第５号 事業計画変更申請に対する意見について 

 

 

 

 

 

 

 

○出席委員（１９名） 

  １番 安田 美雄 君    ２番 臼田 正嗣 君    ３番 山田  彰 君 

  ４番 井上 正隆 君    ５番 野田 卓志 君    ６番 伊藤  均 君 

  ７番 𠮷田 和子 君    ８番 玉田 和久 君     ９番 山田 タツエ君 

１０番 八代 治郎 君    １１番 足立 昌人 君   １２番 青山 雅紀 君    

 １３番 永田 千春 君   １４番 西田 耕三 君    １５番 西部  徹 君    

１６番 長尾  始 君   １７番 野村  茂 君   １８番 日置  香 君    

１９番 田下 喜代 君   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○委員以外の出席者 

 農業委員会事務局長    山岡  透  君  農業委員会事務局課長補佐 小石 隆之 君 

農業委員会事務局課長補佐 長谷部 香織 君  農業委員会事務局係長   小森 康司 君 

洞戸事務所主任主査    李   浩基 君   
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午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（小石隆之君）これより農業委員会を始めさせていただきます。それでは野村会長よ

りご挨拶をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）みなさんおはようございます。梅雨入りが先月の１６日に宣言されまして、例

年より２１日早いということです。これは大変なことになったなと、梅雨に入ると日照不足という

ことで、作物の生育が心配されるなと思っておりました。幸い、それからというものは梅雨の晴れ

間ということでしょうか、雨も少なく順調に晴れ間が多かったということでございます。特に、６

月につきましては小麦の収穫ということで、みなさん毎年やっているわけですが、これから１週間

先も雨はなさそうですので収穫はスムーズに行われると思っております。そうした大変お忙しい中、

総会にご出席いただきありがとうございます。本日もご審議をいただきますが、特にお願いしたい

のが、総会の審議が終わった後に農業者年金の加入促進部長さんの会議を予定しておりますので、

よろしくお願いたします。それでは本日もご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）ありがとうございました。続きまして、事務局長の山岡がご挨拶

申し上げます。 

○事務局長（山岡透君）お疲れ様でございます。農業委員会の総会に御出席を賜りましてありがと

うございます。昨日、地域の多面的の活動で草刈りをしました。草が伸びるのが早いですし、暑い

ですし、草刈りは大変だなとつくづく感じました。話は変わりますが、新型コロナワクチンの集団

接種が５月２６日から始まっております。７月末までに６５歳以上の方のワクチン接種を終了する

予定をされております。その状況を見ながら、段階的に年齢を下げていくということで進められて

おります。予約状況につきましては、ホームページでも確認ができます。またご不明な点につきま

しては、保健センターの方の市民健康課、もしくは関市新型コロナワクチン専用コールセンターが

ありますので、こちらの方をご利用いただければと思います。それでは、本日の議案につきまして

説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）本日の総会でございますが、農業委員さん全員ご出席ですので

ご報告をさせていただきます。以上です。 

○議長（野村茂君）ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。会議規則第８条の規定により、

委員のみなさん全員がご出席ですので、総会は成立しています。次に、議事録署名委員の指名を行

います。５番野田委員さん、６番伊藤委員のおふたりにお願いします。 

これより、議案の審議に入ります。議案第１号 農地利用集積計画の承認についてを議題としま

す。事務局の説明をお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第１号 農用地利用集積計画の承認について。農業経営基盤

強化促進法第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画の承認を求められたので、意見を求

めます。議案は、１ページになります。賃貸借権設定に関するものについて、新規が５筆、１，３

７０㎡。使用貸借権設定に関するものについて、更新が２筆、２，９２７．３８㎡です。地区は、

下之保、市平賀、千疋地区です。権利の設定を受ける者は、ＰＬＵＳ株式会社他でございます。農

業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上、ご審議をお願い

いたします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。これより、議案第１号について質疑をおこない

ます。質疑のある方は挙手にて発言をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、これより採決します。議案第１号について、原

案のとおり許可することに異議のない方は挙手をお願います。 

 （全員挙手） 

○議長（野村茂君）はい、ありがとうございました。全員の挙手をいただきました。議案第１号

の農用地利用集積計画について原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。この議案に

つきましては、１１番田下委員さんが申請をされていますので、まず１１番の案件を先にご審議

をしていただいて、残りの案件をご審議いただきます。それでは、田下委員さん、ご退席をお願

いいたします。 
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 （田下委員退席） 

○事務局課長補佐（小石隆之君）それでは議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請につい

て。農地法第３条の規定により、下記農地の申請がありましたので審議のほどをお願いします。今

会長からお話されましたように、農業委員さんが当事者となっていますので、１１番の案件を１件

審議いただきまして、その後残りを審議していただくという方法で進めさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

１１番の案件、位置図は、１１ページからになります。申請地は、道の駅むげ川の北西６５０ｍほ

どに位置する農振農用地区域内の田、１，２７８㎡。申請の目的は、所有権移転です。譲受人は、

農業規模拡大のため譲り受けたいというもの。譲渡人は、高齢で遠方に住んでいるため農地の管理

が困難であることから、申請地を譲り渡すというものです。５月１３日に現地を確認した結果、農

地性ありと確認しています。以上、所有権移転に関するもの１件につきまして、ご審議をお願いい

たします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。補足説明をいただく前に、私の方から田下さん

の営農状況につきましては意見を申し上げることはございませんので、よろしくお願いいたします。

それでは、議案第２号１１番について補足説明のある委員は挙手にて発言をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、これより質疑を行います。議案第２号の１１番に

ついて質疑のある方は挙手にて発言をお願いいたします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですのでこれより採決します。議案第２号１１番について原案

のとおり許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

○議長（野村茂君）ありがとうございます。全員の挙手をいただきました。議案第２号１１番の１

件を許可することといたします。それでは、田下委員さん着席をお願いします。 

 （田下委員着席） 

○事務局課長補佐（小石隆之君）はい、それでは順に説明をさせていただきます。 

１番の案件 議案は２ページ、位置図は１ページになります。申請地は、富岡小学校の北２２０

ｍほどに位置する農振農用地区域外の畑、６５１㎡。申請の目的は、所有権移転です。譲受人は、

農業の規模拡大のため申請地を譲り受けるというもの。譲渡人は、高齢で農地の管理ができないた

め譲り渡すというものです。 

２番の案件  位置図は２ページになります。申請地は、富津橋の西１００ｍほどに位置する農振

農用地区域内の田、６８１㎡。申請の目的は、所有権移転です。譲受人は、申請地を親から生前贈

与を受けるというもの。譲渡人は、高齢で、耕作することが困難であるため子に贈与するというも

のです。      

３番の案件  位置図は３ページになります。申請地は、長良川鉄道関市役所前駅の北東３６０ｍ

ほどに位置する農振農用地区域内の田、２筆、２，６７７㎡。申請の目的は、所有権移転です。 譲

受人は、農業規模拡大のため申請地を譲り受けたいというもの。譲渡人は、高齢になり農地の管理

ができないため、譲り渡すというものです。 

４番の案件  議案は３ページ、位置図は４ページからになります。申請地は、小瀬南公民センタ

ーの北２７０ｍほどに位置する農振農用地区域内の田、２，１３３㎡。申請の目的は、所有権移転

です。譲受人は、農業経営拡大のため譲り受けるというもの。譲渡人は、高齢で、農地の維持管理

ができないため、譲り渡すというものです。 

５番の案件  位置図は５ページからになります。申請地は、轡野公民センターの南２０ｍほど、

更に南に３０ｍほどに位置する農振農用地区域内の田、２筆、６３５㎡。申請の目的は、使用貸借

権の設定です。使用借人は、農業経営拡大のため譲り受けるというもの。使用貸人は、高齢で、農

地の維持管理ができないため譲り渡すというものです。 

６番の案件  位置図は６ページからになります。申請地は、下之保地区処理施設の西２４０ｍほ

どに位置する農振農用地区域内の田、１，０００㎡。申請の目的は、使用貸借権の設定です。使用

借人は、農業規模拡大のため譲り受けたいというもの。使用貸人は、農地の管理ができないため貸
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すというものです。 

７番の案件  議案は４ページ、位置図は７ページからになります。申請地は、下之保地区処理施

設の西３５０ｍほどに位置する農振農用地区域内の田、９０２㎡。申請の目的は、所有権移転です。

譲受人は、農業規模拡大のため譲り受けたいというもの。譲渡人は、農地の管理ができないため、

譲り渡すというものです。 

８番の案件  位置図は８ページからになります。申請地は、下之保地区処理施設の西３５０ｍほ

どに位置する農振農用地区域内の田、３筆、２，６６４㎡。申請の目的は、使用貸借権の設定です。

使用借人は、農地取得要件の規定面積に足りないため、面積を補うため借り受けたいというもの。 

使用貸人は、使用借人の要望に応えるというものです。 

９番の案件  位置図は９ページからになります。申請地は、下之保地区処理施設の西５００ｍほ

どに位置する農振農用地区域内の田、２筆、９５９㎡。申請の目的は、所有権移転です。譲受人は、

農業に興味があり、時間の余裕ができたら農業に取り組みたいと考え、近く定年退職するため農地

を取得し本格的に農業を始めたいというもの。譲渡人は、高齢で農地維持管理ができないため、譲

り渡すというものです。 

１０番の案件 議案は５ページ、位置図は１０ページからになります。申請地は、道の駅平成の

南西４３０ｍほどに位置する農振農用地区域内の田、２筆、５９４㎡、さらに南へ１３０ｍ。農振

農用地区域内の田、５筆、１，４２２㎡。農振農用地区域外の田、３５０㎡。合計８筆、２，３６

６㎡。 

申請の目的は、所有権移転です。譲受人は、農業規模拡大のため申請地を譲り受けたいというもの。

譲渡人は、遠方に住んでおり、農地の管理ができないため譲り渡すというものです。すべての案件

について、５月１２日・５月１３日に現地を確認した結果、農地性ありと確認しています。 

以上、所有権移転に関するもの７件、使用貸借権の設定に関するもの３件につきまして、ご審議を

お願いいたします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。補足説明をいただく前に営農状況について、安

田委員さん、八代委員さん、足立委員さん、井上委員さん、西部委員さん何かこの譲受人の方に関

するご意見がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。 

（発言なし） 

○議長（野村茂君）それでは、補足説明のある委員さんは挙手にて発言をお願いいたします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、議案第２号について質疑のある委員さんは挙手に

て発言をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、これより採決します。議案第２号について原案の

とおり許可することに異義のない方は挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 

○議長（野村茂君）ありがとうございました。全員の挙手をいただきました。議案第２号の１番か

ら１０番までの１０件につきましては原案のとおり許可することといたします。 

 続きまして、議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議

題とします。事務局の説明をお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する

意見について。農地法第４条の規定により下記農地の申請があったので、意見を求めます。 

今回のこの４条につきましては、３件ほど議案にあがっておりますが、そのうちの３番の案件なん

ですけど、これにつきましては県と協議しまして、４条の許可を採るのではなくて、非農地の現況

確認の方で県も出した方が望ましいというご意見をいただきましたので、３番の案件につきまして

は４条の許可案件ではなく、非農地の現況確認の届けを出していただくということで事務処理をさ

せていただきたいと思います。非農地の現況確認というのは、どういうものかと言いますと、２０

年以上経過した建物、いわゆる無断転用ですが、２０年以上既に経過したような建物が建っている

状況で、例えば相続されて、現在建てた人はいなくなってしまっていて、代わりに第三者や息子さ

ん等がおられる場合につきましては、現在の所有者が追認案件、いわゆる無断転用というわけでは
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ないということで、そのような場合は、非農地確認の証明で、県が証明をしていただけると、その

証明書を持って、法務局に行くと地目等の変更ができるということで、いわゆる農地法の許可案件

と同等の扱いをしていただけるということです。県の方で許可が出るまでには通常は申請されてか

ら１ヵ月半ほどかかりますが、非農地の現況確認につきましては、総会の方は通りませんので、期

間も短く地目を変更することができると、県のサービス的な承認ということになります。今回の３

番の案件につきましては、既に数十年経った家であって、当事者はお亡くなりになっていると。今

回は、議案の４条許可ではなくて現況確認の方で県が進めるという協議になっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。では、議案に入ります。議案は６ページからになります。 

 １番の案件 位置図は１２ページになります。申請地は、富津橋の西１６０ｍほどに位置する登

記地目畑、現況地目宅地、２９㎡。 農地の区分は、住宅、事業施設等に連担する１０ha未満の農

地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、自宅への進入路です。申

請人は、自宅への進入路が狭いため拡幅したいというもの。５月１２日に現地確認をしたところ、

昭和５７年に宅地となっているため、始末書が添付されています。申請地は、第２種農地であるた

め、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用

はやむ得ないものと判断します。 

２番の案件 位置図は１３ページになります。申請地は、山崎公民館の西１７０ｍほどに位置す

る 登記地目田、現況地目宅地、２筆、６２１㎡の内３７６．５１㎡。 農地の区分は、住宅、事業

施設等に連担する１０ha未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の

目的は、農業用倉庫、農業用車庫です。申請人は、現在の農業用倉庫がいっぱいになり、新たに農

業用倉庫と農業用車庫を建築するというものです。５月１２日に現地確認をしたところ、平成２３

年から宅地として利用しております。申請地は、第２種農地であるため、代替性について検討した

結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断しま

す。以上、２件について、ご審議をお願いします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第３号について補足説明のある委員さんは

挙手にて発言をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、議案第３号について質疑のある委員さんは挙手に

て発言をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので採決します。議案第３号について原案のとおり岐阜県

知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 

○議長（野村茂君）ありがとうございました。全員の挙手をいただきました。議案第３号の２件を

原案のとおり岐阜県知事に進達することとします。 

 続きまして、議案第４号 農地法第５号第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議

題とします。事務局の説明をお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する

意見について。農地法第５条の規定により下記農地の申請がありましたので意見を求めます。議案

は、７ページからになります。 

 １番の案件 位置図は１５ページになります。申請地は、旭ヶ丘小学校の南３６０ｍほど位置す

る 登記地目畑、現況地目宅地、２筆、３６８㎡。農地の区分は、用途地域の農地であるため、第３

種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅です。譲受人は、現在の住まいが手狭であるこ

とから、自己住宅を建築したいというもの。譲渡人は、周辺が住宅化されてきたことから、農地の

維持管理が困難となり譲り渡すというものです。５月１２日に現地確認をしたところ、昭和４９年

頃からすでに宅地となっており、始末書が添付されています。申請地は、第３種農地であるため、

転用はやむを得ないと判断します。 

 ２番の案件  位置図は１６ページになります。申請地は、富岡小学校の南西３３０ｍほどに位置

する登記地目田、現況地目雑種地、換地後の面積２４４㎡。農地の区分は、用途地域の農地である

ため、第３種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅です。譲受人は、現在、借家住まい
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であり、勤務先に近い申請地を譲り受け、自己住宅建築したいというもの。譲渡人は、譲受人の要

望に応えるというものです。５月１２日に現地確認をしたところ、雑種地となっています。申請地

は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないと判断します。 

３番の案件  位置図は１７ページになります。申請地は、富岡小学校の南西３３０ｍほどに位置

する登記地目田、現況地目雑種地、２筆、換地後の面積２４４㎡。農地の区分は、用途地域の農地

であるため、第３種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅です。譲受人は、現在、借家

住まいであり、勤務先に近い申請地を譲り受け、自己住宅を建築したいというもの。譲渡人は、譲

受人の要望に応えるというものです。５月１２日に現地確認をしたところ、雑種地となっています。

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないと判断します。 

４番の案件 議案は８ページから１１ページ、位置図は１８ページになります。申請地は、本郷

集会所の東３５０ｍほどに位置する田、２２筆、１５，４５１．１㎡。畑、２筆、５６７㎡。合計

２４筆、１６０１８．１㎡。 農地の区分は、農用地区域内の農地のため、農振農用地です。転用の

目的は、砂利採取の一時転用です。一時転用期間は、１年６ヶ月です。使用借人は、砂利採取をす

る業者であり、申請地で砂利採取をしたいというもの。使用貸人は、使用借人の要望に応えるとい

うものです。５月１２日に現地確認をしたところ、田又は畑で農地性有りと確認しています。申請

地は、農振農用地であるため、原則不許可でありますが、一時転用であるため、農地転用の制限の

例外基準を満たすものと考えます。 

５番の案件  位置図は１９ページになります。申請地は、倉知小学校の西３８０ｍほどに位置す

る畑、７９２㎡。農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と判断します。転用の目

的は、共同住宅駐車場です。譲受人は、隣接地にある共同住宅を経営していますが、駐車場が狭く、

住人の駐車場が不足しているため、駐車場として利用したいというもの。譲渡人は、高齢で、耕作

できないため、譲受人の要望に応えるというものです。５月１３日に現地確認をしたところ、畑で

農地性ありと確認をしています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむ得ないものと判断

します。 

６番の案件 議案は１２ページ、位置図は２０ページになります。申請地は、倉知小学校の西５

５０ｍほどに位置する畑、２筆、４１９㎡。農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農

地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅です。譲受人は、アパート住まいであるが、手狭ま

になってきたため、申請地に自己住宅を建築したいというものです。譲渡人は、高齢で、耕作が困

難であるため、譲受人の要望に応えるというものです。５月１３日現地確認をしたところ、畑で農

地性ありと確認をしています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断

します。 

７番の案件 位置図は２１ページになります。申請地は、下有知中学校の南１８０ｍほどに位置

する登記地目田、現況地目畑、７８㎡。畑、２筆、２２７㎡。合計３筆、３０５㎡。農地の区分は、

水管、下水道管が整備された道路の沿道で申請地から概ね５００m以内に２つの教育施設があるた

め、第３種農地と判断します。転用の目的は、分譲住宅です。譲受人は、不動産業を営んでおり、

申請地が小中学校に近いことから、宅地として、需要が見込まれるため、申請地を分譲住宅として、

利用したいというもの。譲渡人は、譲受人の要望に応えるというものです。５月１３日に現地確認

をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむ

を得ないものと判断します。 

８番の案件  議案は１３ページ、位置図は２２ページになります。申請地は、長良川鉄道関下有

知駅の北７７０ｍほどに位置する畑、３５７㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等に連担する１０

ha未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、植林です。譲

受人は、林業を営んでおり、申請地に植林を行い、造林事業をしたいというもの。譲渡人は、譲受

人の要望に応えるというものです。５月１３日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認し

ています。申請地は、第 2種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達

成することが出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。 

９番の案件 位置図は２３ページになります。申請地は、瀬尻小学校の北３５０ｍほどに位置す

る登記地目畑、現況地目宅地、２筆、１１９．３４㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等に連担す

る１０ha未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、一般個
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人住宅物置・駐車場です。譲受人は、家族が増えたため、新たに住宅を建築するにあたり、倉庫を

建築し、駐車場を整備したいというもの。譲渡人は、高齢で耕作ができないため、譲受人の要望に

応えるというものです。５月１３日に現地確認をしたところ、昭和４９年頃からすでに宅地となっ

ており、始末書が添付されています。申請地は、第２種農地であるため、代替性について検討した

結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断しま

す。 

１０番の案件 位置図は、２４ページになります。申請地は、小瀬南公民センターの南西５５０ｍ

ほどに位置する登記地目畑、現況地目雑種地、６．６１㎡。農地の区分は、用途地域にある農地の

ため、第３種農地と判断します。転用の目的は、宅地分譲です。 譲受人は、不動産業を営んでおり、

申請地を宅地分譲として利用したいというもの。譲渡人は、遠方に住んでいるため、譲受人の要望

に応えるというものです。５月１３日に現地確認をしたところ、雑種地となっており、始末書を提

出するよう、依頼しています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断

します。 

１１番の案件 議案は１４ページ、位置図は、２５ページになります。申請地は、緑ヶ丘中学校の

北北東４２０ｍほどに位置する登記地目田、現況地目雑種地、３８３㎡。農地の区分は、用途地域

にある農地のため、第３種農地と判断します。転用の目的は、金属雑貨製造販売業駐車場です。譲

受人は、現在借りている駐車場の土地を返さなくてはならないため、申請地を駐車場として利用し

たいというもの。譲渡人は、住宅を建築する目的で、５条許可をとったが、計画がとん挫したため、   

譲り渡すというものです。５月１３日に現地確認をしたところ、雑種地となっています。申請地は、

第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 事変１番と同時許可案件です。 

１２番の案件  位置図は、２６ページになります。申請地は、東海環状自動車道関広見インター

の東３６０ｍほどに位置する田、４７３㎡。農地の区分は、１０ha以上の集団農地であるため、第

１種農地と判断します。転用の目的は、分譲住宅です。譲受人は、不動産業を営んでおり、分譲住

宅として、利用したいというものです。譲渡人は、相続により取得したが遠方にいるため、農地管

理が困難であるため、 譲受人の要望に応えるというものです。５月１３日に現地確認をしたとこ

ろ、田で農地性有りと確認しています。申請地は、第１種農地であるため、原則、不許可ではあり

ますが、周囲の住宅状況から、集落に接続しているため、農地転用の制限の例外基準をみたすもの

と考えます。 

１３番の案件 議案は１４ページから１５ページ、位置図は、２７ページになります。申請地は、

小屋名公民センターの西２５０ｍほどに位置する畑、２筆、６８０㎡。農地の区分は、概ね１０ha

以上の一団の農地区域の農地であるため、第１種農地と判断します。機械刃物製造販売業駐車場で

す。譲受人は、工場拡大に伴い従業員を増やす予定であり、駐車場が不足するため、申請地を利用

したいというもの。譲渡人は、農業耕作が困難であるため、譲受人の要望に応えるというものです。

隣地承諾書が添付されています。５月１３日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認して

います。申請地は、第１種農地であるため、原則、不許可ではございますが、既存施設の２分の１

以内の拡張であるため、農地転用の制限の例外基準をみたすものと考えます。 

１４番の案件  位置図は、２８ページになります。申請地は、戸田転作促進技術研修センターの

東４０ｍほどに位置する畑、７２㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等に連担する１０ha未満の農

地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、農業用倉庫です。譲受人

は、隣地で耕作をしているが農業用倉庫がないため、建築したいというもの。譲渡人は、高齢であ

り農業経営が困難になってきたため、譲受人の要望に応えるというものです。５月１３日に現地確

認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。申請地は、第２種農地であるため、代替性に

ついて検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用はやむ得ない

ものと判断します。 

１５番の案件 位置図は、２９ページです。申請地は、戸田転作促進技術研修センターの北１３

０ｍほどに位置する登記地目畑、現況地目原野、２筆、４２４㎡。農地の区分は、１０ha以上の集

団農地であるため、第１種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅です。譲受人は、現在

アパート住まいであり、手狭になってきたことから、自己住宅を建築したいというもの。譲渡人は、

工場を建築する予定であったが仕事が減り、計画がなくなったため譲り渡すというものです。５月
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１３日に現地確認をしたところ、原野となっています。申請地は、第１種農地であるため、原則、

不許可ではありますが、周囲の住宅状況から、集落に接続しているため、農地転用の制限の例外基

準をみたすものと考えます。 事変２番と同時許可案件です。 

１６番の案件  議案は１６ページ、位置図は、３０ページになります。申請地は、戸田転作促進

技術研修センターの西４００ｍほどに位置する田、８７６㎡。農地の区分は、概ね１０ha以上の一

団の農地の区域内の農地であるため、第１種農地と判断します。転用の目的は、アパレル製造販売

業駐車場です。譲受人は、既存の駐車スペースが狭いため、申請地を譲り受け、事業関係者の専用 

駐車場にしたいというものです。譲渡人は、譲受人の要望に応えるというものです。５月１３日に

現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。申請地は、第１種農地であるため、原

則、不許可ではございますが、既存施設の２分の１以内の拡張であるため、農地転用の制限の例外

基準をみたすものと考えます。 

１７番の案件 位置図は、３１ページになります。申請地は、関市役所洞戸事務所の東３３０ｍ

ほどに位置する登記地目畑、現況地目雑種地、２筆３６３㎡。農地の区分は、関市役所洞戸事務所 

から概ね５００ｍ以内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、砂利採取の一

時転用です。一時転用期間は、１年６ヶ月です。使用借人は、砂利採取をする業者であり、申請地

で砂利採取をしたいというもの。使用貸人は、使用借人の要望に応えるというものです。５月１３

日に現地確認をしたところ、既に雑種地となっており、始末書を添付するよう依頼中です。申請地

は、農振農用地であるため、原則不許可でありますが、一時転用であるため、農地転用の制限の例

外基準を満たすものと考えます。 

１８番の案件 議案は１７ページ、位置図は、３２ページになります。申請地は、博愛小学校の

東３７０ｍほどに位置する登記地目田、現況地目畑、１１４㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等

に連担する１０ha未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、

一般個人住宅庭です。譲受人は、現在の住宅敷地が狭く、兄から申請地を譲り受け、住宅の敷地を

拡張したいというもの。譲渡人は、高齢により、耕作が困難であるため、譲受人の要望に応えると

いうものです。５月１３日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。申請地は、

第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土

地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。 

１９番の案件 位置図は、３３ページになります。申請地は、小知野公民館の西３９０ｍほどに

位置する登記地目畑、現況地目宅地、３４㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等に連担する１０ha

未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅で

す。譲受人は、申請地と隣接地を一体利用して、一般個人住宅を建築したいというもの。譲渡人は、

周辺が宅地化され、農地の管理が困難であることから、譲受人の要望に応えるというものです。５

月１３日に現地確認をしたところ、昭和４２年頃から既に宅地として利用されており、始末書が添

付されています。申請地は、第 2種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目

的を達成することが出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。 

２０番の案件 位置図は、３４ページになります。申請地は、森本公民館の南東９０ｍほどに位

置する登記地目畑、現況地目雑種地、２６９㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等に連担する１０

ha未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、貸駐車場です。

譲受人は、近隣で建設業を営んでおり、現在の駐車場では狭く、申請地を駐車場として利用したい

というもの。譲渡人は、営農が困難であるため、譲り渡すというものです。５月１３日に現地確認

をしたところ、平成元年から既に雑種地となっており、始末書が添付されています。申請地は、第

２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地

がないため、転用はやむ得ないものと判断します。以上、所有権移転に関するもの１８件、使用貸

借権設定に関するもの１件、賃貸借件設定に関するもの１件。合計２０件 

につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第４号について、補足説明のある委員は挙

手にて発言をお願いいたします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、議案第４号について質疑のある委員は挙手にて発
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言をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、採決します。議案第４号について原案のとおり岐阜

県知事に進達することに異義のない方は挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 

○議長（野村茂君）ありがとうございます。全員の挙手をいただきました。議案第４号の２０件を

原案のとおり岐阜県知事に進達することとします。 

 続きまして、議案第５号 事業計画変更申請に対する意見についてを議題とします。事務局の説

明をお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第５号 事業計画変更申請に対する意見について。農地転用

許可後の事業計画変更申請がありましたので、意見を求めます。議案は、１８ページからになりま

す。 

１番の案件 位置図は、３５ページになります。申請地は、緑ヶ丘公園の北北東４２０ｍほどに

位置する登記地目田、現況地目雑種地、３８３㎡。変更内容は、事業計画者と転用目的の変更です。 

当初事業計画者は、平成３年７月３１日に一般個人住宅 駐車場兼庭で５条許可をとったが、計画

者が亡くなり、計画がとん挫しました。計画変更申請者は、現在専用駐車場として借りている土地

を返さなくてはならなくなったため、申請地を譲り受け、駐車場を確保したいというものです。５

条１１番と同時許可案件です。 

２番の案件 位置図は、３６ページになります。申請地は、戸田転作促進技術研修センターの北

１３０ｍほどに位置する登記地目畑、現況地目原野、２筆、４２４㎡。変更内容は、事業計画者と

転用目的の変更です。当初事業計画者は、平成４年８月２８日に工場用地として、５条許可をとっ

たが、取引先の仕事が減ったため、計画が中止となった。承継者は、アパートに住んでいるが、手

狭になってきたため、申請地に自己住宅を建築したいとうものです。５条１５番と同時許可案件で

す。以上、２件について、ご審議をお願いします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第５号について、補足説明のある委員は挙

手にて発言をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、議案第５号について質疑のある委員は挙手にて発

言をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）質疑もようですので、これより採決します。議案第５号について原案のとおり

岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

○議長（野村茂君）ありがとうございました。全員の挙手をいただきました。議案第５号の２件を

原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

本日ご審議をいただく案件はすべて終了いたしました。ありがとうございました。 
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午前１０時５３分 閉会 

本日の議会の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。 
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